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有限会社 相互開発

有限会社 相互開発

依 頼 者

免 許 番 号 静岡県知事（8)第006153号
（乙）

電 話 番 号 055-931-4600

静岡県駿東郡清水町徳倉493番地の10主 た る 事 務 所

商 号 又 は 名 称

駿東郡長泉町下土狩2257

代表取締役  鈴　木　　誠代 表 者 氏 名

●専任媒介契約形式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼す
ることができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。

宅 地 建 物 取 引 業 者

氏 名

住 所

依頼者甲は、この契約書及び一般媒介契約約款により、別表に表示する不動産（目的物件）に関
する売買（交換）の媒介を宅地建物取引業者乙に依頼し、乙はこれを承諾します。

一般

●一般媒介契約形式

●専属専任媒介契約形式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼す
ることができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

この媒介契約約款は、国土交通省が定めた、標準媒介契約約款に基づくものです。

本 人

住 所

（甲）

依頼の内容／ 売却

この契約は、次の3つの契約形式の内の一般媒介契約形式です。

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼す
ることはできません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。

平成26年9月15日

代 理 人

駿東郡長泉町下土狩558

土売　花子

土売　太郎
氏 名


